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１９９９年秋。午後７時、ｋ市Ａ課長に案内されて、

暗闇の中に明かりが灯る町の集会所に入る。そこに

は、車座に町会役員の皆さんが十数名。その中の長

老が、役所の方々の顔を見るなり、数年来の信号設

置要望についての回答を求めての第一声。私たち大

学関係者の存在は気にならない様子である。さて、

こんな状況でどうすればいいのやら前途多難の幕開

けである。

それから数回の会合を重ねた末、ようやく、「要望

だけでは何も解決しない。実現が難しいとわかって

いながらの要望では、住民としての責務を果たして

いることにならない。役所の方にいろいろな施設整

備の方法や費用のことについて教えて頂きながら、

必要なことを整理し、可能な範囲でその実現化の方

法を考えてみましょう。」との合意に至り、いよいよ

住民が中心に考える協働型交通安全対策の取組がス

タートすることとなった。その後さらに１年、みん

なが考え、役所にも協力して頂き、できたことはさ

さやかではあるが、参加者の中に残った知識と経験

は大きいものであったはずである。

近年、「まちづくり」という言葉が一般的になって

きた。その定義は様々であり、使い方も統一されて

ないようであるが［１］［２］［３］、ここでは、敢えて、次の

ように捉えておきたい。

従来の法定「都市計画」が法律や制度によって都

市生活の環境悪化を防ぐことを主たる目的とし、土

地利用を中心にした都市空間の整備を対象とするの

に対して、「まちづくり」とは、その空間を生活の場

として捉え、その環境（空間としてのまちとその使

い勝手）を整備することである。つまり、私たちの

生活の場（空間）を「都市（まち）」としたとき、そ

れを体系的に整備することを都市計画や都市整備と

いい、その周辺を含む環境までを含めて、個別にそ

れを改善することを「まちづくり」と考える。

例えば、これまでの都市計画では行政地域全体の

利益（公益）を優先させることから、必ずしも関係

者（特に住民）の意向に合うとは限らないといった

問題が生じていた。これに対して、生活者の身近な

環境については、本来、生活者自らが中心となって

考えるべき問題であり、そこでは、「公」と「私」と

の間の良好なコミュニケーションが必須となる。し

かしながら、都市計画を市民が担うことは考え難く、

生活者は専ら生活の場が脅かされそうになったとき、

初めてそれを守るための反対に立ち上がるといった

悪循環が生じていた。そこには、「私」は求めること

の容易さとその実現の難しさの狭間で、何がどうす

ればできるのかを知りたいと望んでいるのに対して、

「公」は苦情や要望への対応に追われる中、そんな

「私」の想いを理解するに至らないというのが現実で

あったように思われる。一方、このような状況を改
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善するために、近年、『協働型まちづくり』が提唱さ

れてきているが、その主旨は「相互学習」にあるこ

とを忘れてはならない。

住民・市民にとってのまちづくり活動は、様々な

形で行われている。住民独自で行われているゴミ集

めや自転車・自動車の路上駐車防止監視活動、花づ

くりや緑化活動から、専門家のアドバイスを受け建

築の協定や地区計画の立案に至るまで様々である。

しかしながら、個人の集まりでは知識やノウハウが

十分でないことが一般的である。そのため、行政や

専門家のアドバイスによる学習と体験が重要となる。

加えて、活動を一過性で終わらせず、その経験を基

に継続的な活動として定着することが望ましい。そ

のためには、「まちづくり」が市民にとってわかりや

すく、関心を持って活動し得る対象である必要があ

る。

このようなことから、以下では、交通安全など生

活の場における問題改善のための協働型取組の事例

を紹介し、１）意思決定プロセスや活動組織の違い

による事例比較、２）主たる活動主体による事例比

較の２つの側面から、市民と行政の関係とそれぞれ

の役割などについて考えてみる。

（１）対象事例の概要とその比較

ここでは、３つの協働型交通安全の取組を対象に、

意思決定プロセスや活動組織の違いを比較するとと

もに、今後ともその実現が期待される、多様な主体

による協議型事例の内容を具体的に紹介し、今後の

より効果的な協働型取組の在り方と課題を提示した

い［４］。

①手探りで時間をかけて実現した公民協働シナリ

オ型の取組 （兵庫県ｋ市Ｓ地区）］

１９９９年～２００１年にかけて実施した事例Ｓは、町

会役員を中心とした交通安全の取組であるが、町

会役員の高齢化が進んでいる上、このような取組

の経験が皆無であったことから、問題意識を共有

した上で、相互学習の機会と参加者の役割を設定

し、その浸透状況を踏まえながら工程を設定する

「シナリオ型」の活動とした［５］。

このようなシナリオ型の取組は、用意された課

題に対して、順次合意形成を図りながら進めるた

め、参加者に大きな負担をかけることなく、比較

的容易に具体的な目標が達成できるが、行政の大

きな支援が必要となる一方で、参加者の主体性・

積極性に欠けることは否めない。

そのため、議論を通して各参加者が主体的に運

営する「協議型」への移行が課題として残された。

加えて、交通安全への意識向上と安全行動奨励の

ためには、子供を対象とした家庭や学校の教育と

連動した取組が必要であることが指摘された。

②郷にいれば郷に従えの伝で果実を実らせたＰＴ

Ａ要請型の取組 （兵庫県ｋ市Ｋ地区）］

そこで、通学路での死亡事故が発端となった事

例Ｋでは、ＰＴＡを主体とし、町会組織との連携

による取組を試みたが、地域独自の伝統的なコミ

ュニティ組織の意思決定ルール（最高意思決定機

関が連合町会であるのに対して、下部に位置する

ＰＴＡ発案による意思決定には時間と労力が必要

となること）から、ＰＴＡを主（町会を従）とす

る連携が難しいことがわかったため、ＰＴＡと管

理者による通学路の危険指摘箇所対策に特化した

取組となった。その結果、具体的な対策の実現と

その効果促進のための児童・生徒を含めたイベン

トなどが積極的に行われ、子供を中心とした地区

の交通安全に大いに貢献するところとなった。

③ＰＴＡと地区コミュニティで子供達の安全を守

る協議型取組 （兵庫県ａ市Ｔ地区）］

一方、事例Ｔでは、関係者によるプレミーティ

ングの結果、ＰＴＡと町会組織との連携による協

働の活動が可能と判断された。これは、当地区が

都市部に位置し、事例Ｋのような厳格な習慣にと

らわれなかったこともその一因と考えられる。詳

細は（２）以降に述べる。

以上の３通りの取組の経緯と主体別の活動内容を

整理すると図－１のようであることから、ここでは、

事例Ｔの活動内容について概説し、その過程で試行

した種々の活動とその成果の分析に基づいて、特に

意思決定プロセスからみた事例比較
～協働型交通安全活動の足跡～
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協議型手法による協働型取組の課題を提示すること

にしたい。

（２）協議型取組の進め方と課題

本事例の活動の発端は、１９９９年に報道された小学

１年生の交通事故の記事であり、その中で、隣り合

った片方の交差点の停止線ともう一方の交差点の距

離が１５ｍと極端に短いことによる危険性が指摘され

た。これを受けて２００３年３月にＰＴＡや町会組織に

よる「Ｔ地区交通安全研究会」が発足した。また、

第三者機関として大学機関と警察組織が一体的に活

動している『交通科学研究会』がこれをサポートし、

道路管理者（市道路担当部局）、交通管理者（所轄警

察署交通課）は技術アドバイザーとして活動に参加

した。

研究会では、これまでのシナリオ型による取組実

績事例などの情報提供と、それに対する課題検討を

経て、より参加者の主体的な取組とするため、協議

会による話し合いを基本とした活動として進めるこ

ととした。

活動の枠組みとしては、①活動体制と進め方の検

討及び役割の認識、②メンバー間の交通安全知識の

共有、③交通実態と交通安全意識の調査、④児童及

び保護者の交通行動実態の把握、⑤当該箇所及び地

域の交通安全上の課題の抽出、⑥児童の交通安全教

育、⑦参加主体毎の成果とその評価といったプロセ

スを経て、１）対象交差点の安全対策の検討、２）

児童の交通安全意識と教育、３）地区の交通安全活

動、の３つの主要課題に対する活動が逐次進められ

ることとなった（図－２）。

（３）参加者の役割とその成果

●現地視察による意見整理と問題意識の共有

現地視察の後、ブレーンストーミングとＫＪ法

で意見を整理し、議論した結果、表面的には意見

に差があること、それらの意見の差は共通の理解

の範囲にあること、議論が相互理解を深め、合意

形成に効果的であることが確認された。また、技

術的アドバイスを受けて、交差点内渋滞への信号

の影響、歩行者動線と信号現示時間などの具体的

な問題点も指摘された。一方で、地区住民の交通

安全に対する意識を知ることの重要性が指摘され

た。

●協議による役割分担

現地視察を踏まえた協議の中で、ＰＴＡでは、

交通実態を客観的に知るための調査、児童と保護

者の安全意識を知るための調査、通学路設定の経

緯調査との安全性の検討、地区コミュニティでは

地区居住者の安全意識についての調査と活動に関

する広報、管理者は当該交差点の安全性改善のた

めの改良など、それぞれの立場で実施可能な役割

を担当することで合意された。

また、それぞれの活動毎に行われた関連資料の

収集、調査や分析方法などに関する相互学習とそ

こでの新たな発見が、さらなる活動の意欲となっ

たことも重要な成果といえる。以下には、それぞ

れの活動による主な結果を示す。

図－１　協働型取組の経緯と活動主体の変遷

図－２　活動プロセスのフレーム



●ＰＴＡによる活動とその成果

① 交通実態調査では、感覚的に指摘されていた

交通状況（渋滞の程度と発生過程、信号処理の

影響、歩行者や自転車による交差点の利用状況

等）が定量的に把握され、自動車交通量の多さ、

交差点内の渋滞原因（信号連動と車両滞留スペ

ース不足）、横断施設と歩行者動線の不一致等が

指摘された。

② 児童・保護者の安全意識に関する調査（全児

童８９０名に配布、６３８名の児童・保護者から回答）

では、居住地や通行頻度、学年によって回答に

差があることを確認するとともに、地区同士の

情報交換の必要性、学年による行動範囲の広が

りの認識、経験による学習の影響、などの課題

が示された。

③ アンケート調査結果を基に作成した学年別資

料が配布された（図－３）。

これは、児童同士や先生を交えた話し合いに

よる安全教育を期待したものであったが、その

実現には至らなかった。

④ 通学路に関しては、先生方がその法的根拠や

当該通学路の設定に至った経緯を整理し、併せ

て現状の安全性を検討する一方、保護者グルー

プは危険箇所マップを作成し、各家庭に配布す

る等の取組がなされた。

●地区コミュニティの活動

① 地域コミュニティメンバーを通じて、当該地

区と周辺地区を含む１４町会４,４００世帯を対象に交

通安全意識調査を実施した（回収数は１,８２１世

帯）。その結果、周辺住民の対象交差点における

利用状況や危険経験、対策の考え方等について

把握するとともに、地区によって危険経験や対

策への考え方に違いがあることから、地区同士

の相互理解の必要性が指摘された。

② 地区や地域による認識の差は、当該地区への

施設整備等に影響することは言うまでもない。

そこで、整備の必要性に対する理解を得るため、

これ迄の活動の経緯と成果が臨時の広報誌

（図－４）にまとめられ、市の地域振興課と町会

の協力で回覧板方式によって、他の地区や地域

の住民にも広報された。このような、地区間で

の情報交換とそれに基づく合意形成は、今後こ
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図－３　児童へのフィードバックの例
（資料イメージ：高学年用）

図－４　活動を知らせる回覧板の一部
（資料イメージ：１／２ページ）



のような活動を活発かつ円滑に行うために重要

な課題になると考えられる。

●管理者の活動

現地視察と交通調査によって抽出された課題に

対して、交通管理者と道路管理者に、信号制御や

道路構造に関する実務的アドバイスを受けるとと

もに、協議会での議論を通して、主要動線の明確

化のための交差点改良を目標としつつも、早期の

実現可能性から、「停止線の位置を前に出し、幅員

を広げて複合レーン化し、滞留スペースを増やす

ことで、渋滞解消と駆け込み流入の減少を図る」

という案で合意に至った。併せて、財源確保等の

課題を学習しつつ、将来的な改善方針と段階的改

善についても共通認識に至ることができた。

（４）協働型取組の評価と課題

●参加者による取組の評価

協議会の解散に当たって、協議会出席者に対し

てアンケート調査を実施したところ、「地域の意見

を聞けた」、「調査結果等を知ることができた」な

ど、交通安全とその取組に関する情報が得られた

ことを理由に、ほとんどの人が活動への参加を良

かったと評価しており、相互学習のプロセスが有

意義であったと考えられる。

●参加者評価に基づく課題

本事例では途中２回の役員交代があったため、

活動の引き継ぎが懸念されたが、８割以上の途中

参加を含むメンバーでも７割程度が内容を理解し

ていた。これは、ＰＴＡ組織の特性であり、役員

交代毎に手戻りのあった先の事例からも、町会組

織の場合には大きな課題の１つとも考えられる。

●協働型活動の発展

本活動を契機に、ＰＴＡと町会による児童登下

校時の立ち当番の連携強化などの相談が進むなど、

他の活動への発展の動きは、活動の波及的効果の

可能性を期待させるものである。

（１）まちづくり活動の現状と比較事例の概要

近年、全国で参加型のまちづくり活動が盛んであ

るが、その内容や形態は様々であり、個別の事例と

しての取組の段階であると言える。そこで、既往１００

事例の活動主体から、主体によるアプローチの違い

やその効果的プロセスを整理すると次のような特徴

のあることがわかった（表－１）［６］。

◇行政主導型：行政による整備事業の計画プロセ

スや防犯・交通安全週間等の制度の一環に住民

参加を導入した事例が多い。

◇グループ主導型：ＮＰＯ等の団体によるものと、

住民グループによるものとがある。住民グルー

プによる場合、住民主導型とは異なり、住民の

総意に基づくものではないため、活動が広がり

にくい傾向がある。

◇住民主導型：住民の総意に基づいた事例。住民

単独によるものと、外部に支援を依頼するもの

とがある。

一方、近年地方自治体では、市民の参画と協

働による行政を促進するための条例［７］が制定さ

れるなど、地区コミュニティによるまちづくり

を支援するための制度の導入が盛んである。そ

こで、大阪市が２１都市に実施した「まちづくり

活動支援事業・制度等に関するアンケート調査

（２００５年）」から、活動支援制度を設けている１

８都市の内容分類すると次のようになる（表－

２）。

◇費用助成型：活動に係る費用を一部助成する。

◇知識補填型：専門家やコンサルタント等を派遣

し、ノウハウ・知識等を補填する。担当職員が

出前講座を実施している例もある。

◇複合型：費用助成と知識補填の両方を行う。

これにより、行政による支援の多くが、複合型

となっていることが分かった。これは、住民が

活動する上で課題となりうるノウハウ、資金調

達の両方をカバーできるものと考えられる一方、

画一的になりがちであることが課題として挙げ

活動主体からみた事例比較
～グループ主導から協働への展開～

21自治大阪 ／ 2008 － 7



られる。

これらの結果から、住民主導で活動を始めること

は容易でないことがわかる。そのため、ここでは、

１）グループ主導型から協働型まちづくりへの展開

事例と２）行政提案によるワークショップ型道路整

備事例を紹介し、それぞれの特徴を理解し、今後の

活動の参考に供したい。

［試行錯誤の末公的支援で動き出したまちづくり

（大阪府ｏ市Ｅ地区の事例）］

当地区では、交通利便性に富みながら、住環境の

悪さや空き地問題等多くの問題を抱えていることを

危惧した一部住民が、整備案をパンフレットにし、

これを基に署名を集めるなど、１０年間にわたって精

力的に活動してきたものの、その後の具体的活動に

は至らなかった。そこで、２００５年にアドバイザーと

しての依頼を受けたことから、協働型活動への移行

の必要性についての理解を共有した上で、民意を問

う調査を実施し、さらに市の支援による公的活動の

認知を受け、２００６年には地区全体の活動組織が立ち

上げられた。

［行政提案に過去の経緯も水に流して道路整備

（兵庫県ｎ市県道整備の事例）］

周辺での大規模開発を機に、当地区内県道の自動

車交通の増加による生活への影響が懸念されたこと

から、行政が地区コミュニティに安全対策の検討を

提案し、協議会が設置された。過去の行政不信から、

その活動への理解を得ることが課題であったが、行

政と住民双方に学習の機会を持ってもらうことで、

活動の緒に就くこととなった。その後、ワークショ

ップ（協議会の下に設置されたワーキンググループ）

での学習を通して合意された道路整備の基本方針と

具体案が協議会で了解されるに至った。

（２）グループ主導から協働活動への発展事例

大阪府ｏ市Ｅ地区の活動事例では、一部住民によ

る「グループ主導型」であったため、地区住民の総

意に基づいておらず、地区全体に活動の必要性が十

分に浸透していなかったと言える。また、メンバー

にまちづくりに関する専門知識を有した人物もおら

ず、活動のノウハウ等の情報が不足していたことも

結実に至らなかった理由の１つと考えられる。そこ

で、グループメンバーとの研究会で、過去の活動の

問題点を解決し、具体的活動へ結びつけるために、

以下のことが行われた。

・まちづくりに関する情報やノウハウの学習

・以前の活動における問題点と新たな方向性につい

ての認識の共有化

・住民の意向を把握するためのアンケート調査の実

施

●アンケート調査による民意の確認とまちづくり

活動の可能性

一般家庭（配布数７２０、回収数２８４）、児童・保

護者（配布数１６９、回収数１１９）に対する調査によ

り、①住民が求めている地区の将来像と整備ニー

ズ（まちを清潔にするための駅周辺の整備と緑化

など）、②地区全体の活動の必要性（７割の人が指

摘）、③多数の住民や保護者の活動への参加意志

（７割以上の人が意向）が確認された。

●公的支援認定と新たな協働型活動のスタート

研究会での活動を踏まえ、「まちづくり活動支援

制度」に応募し認定されたことにより公的位置づ

けがなされ、地区全体の活動という認識の下、住

民協働型活動のスタートが切られることとなった。

また、住民や児童・ＰＴＡに周知するため、調査

結果を「ニュース」としてとりまとめ、配布され

た（図－５）。

●ワークショップ方式による部会設置と活動の活

性化

参加者の自発的活動を促すため、ワークショッ

プ方式を採用し、議論の中で地区の課題に対する

認識の共通化を図り、部会の立ち上げを目指した。

その結果、①緑の部会、②駅の活用部会、③神社

仏閣部会（未活動）、④美化の部会、⑤子ども安心
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表－１
既往事例の活動主体

表－２　
地方自治体による支援制度

（大阪市調査による）

類　型 事例数
行政主導型 ７３
グループ主導型 ２２
住民主導型 ５
合　　　計 １００

分　類 件　数
費用助成型 ３
知識補填型 ０
複合型 １５



部会（未活動）が設定され、テーマに即したネー

ミングづくりから始めることとなった。これらの

部会のネーミングには、参加者の活動への愛着と

積極性を生む効果が期待される。

活動開始から１年、専門家による学習とともに、

児童の登下校時の清掃活動、坪庭や緑化活動、鉄

道高架下の絵画パネルの設置など、具体的な成果

として実を結びつつある。その一因としてリーダ

ーの存在が挙げられるが、逆に今後の活動の発展

にはその後継者となり得る人材の育成が課題とも

言える。

●自立的活動に向けた課題

今後の自立的活動の展開に向けて、次のような

課題を指摘することができる。

◇行政への依存（「要望」が口癖になっている）

からの脱却

◇役員等特定のメンバー（特にリーダー）への

依存からの脱却

◇具体的活動の実施による活動の拡大（ＰＴＡ

の積極的参加）と定着

（３）行政提案によるワークショップ型道路整備の

取組

兵庫県Ｎ市の２連合町会では、東西の主要道路の

整備等において、従来から周辺住民の行政に対する

不満が募っていた。そのような状況の中、大規模開

発に伴う当連合町会を東西に縦貫する県道の自動車

交通の増加による生活への影響が懸念された。そこ

で、２００６年秋、地域を巻き込んだ道路整備方針の検

討ができないものかとの道路管理者からの発案を受

け、協議会とワーキンググループ（以下ＷＧとする）

方式による地域提案型の交通安全対策の立案を目指

すこととなった。

しかしながら、そのためには次の２つの問題改善

が必須であった。

１）道路管理者部局内の協力体制と交通管理者の理

解を得ること

２）地域コミュニティメンバー間の取組に対する合

意形成を図ること

１）の課題については、発案者が関係部局への説

明を行うとともに、２００７年３月に、「協働型まちづ

くり（コミュニティ県土づくり）」についての勉強会

を開催し、その取組の重要性に対する認識を深める
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図－５　調査結果と活動開始の広報（住民用資料イメージ）



とともに、具体的な進め方についての意見交換を行

うなどによって概ね理解を得るに至った。

２）の課題に対しては、２００７年２月に当該道路の

整備に関す意見交換会を開催し、協議のテーブルに

着くことさえ拒否されていた町会役員にも、反発か

ら生まれるものはないことを理解いただき、地域の

道路交通環境の改善には、自らが積極的に関与する

ことの重要性を再認識していただくことで、協議会

設置への道が開かれることとなった。

●協議会とワーキンググループ（ＷＧ）方式によ

るコミュニティ主導の実現

協議会は町会代表（連合町会から４名と５町会

長）に学識経験者、公安委員会（所轄警察署）、市、

県のメンバーで構成される意志決定機関とし、実

質活動はその中に設けられたＷＧで行うこととな

った。ＷＧは、５町会から各３名（計１５名）の住

民の方々とコーディネータとしての学識経験者、

アドバイザーとしての道路・交通管理者で構成す

ることとした。これにより、コーディネータの指

導の下、コミュニティが中心となって議論を進め、

種々の問題については管理者から学習するといっ

た形が可能となった。

●道路整備の基本方針

ＷＧでは、当該道路の位置づけや道路整備方策等

について学習するとともに、現地視察を踏まえたワ

ークショップ方式による意見交換を重ね、２００７年

７月協議会に対して、当該道路を「歩行者・自転

車優先の道路」として整備する旨の提案を行った。

●具体的方策の検討と社会実験

協議会でＷＧ提案が了承された後、具体的な方

策の検討に入った。基本的には、歩行者・自転車

の通行空間を確保し、自動車の速度を抑制するこ

とであったことから、次のような素案が検討され

ることとなった。

【一般部】

１）路側帯を片側０.５ｍ拡幅（両側１.５ｍ）する。

２）それにより車道幅（全幅８.０ｍ）が５.０ｍとな

るため中央線を抹消する。

３）バス停付近ではさらに路側帯を０.５ｍ拡幅す

る。

【カーブ勾配区間】

４）ドライバーに減速を促すような路面の舗装を

検討する。

このうち、４）については、①夜間、雨天時でも

光る、②ドライバーに振動を与える、③湿潤状態で

もすべりにくい、④周辺に騒音・振動の影響を与え

ないことを条件に、メーカーを交えて材料・施工技

術の検討を行ったが、これらを同時に見たすことは

困難であるとの結論に至った。そこで、②～④を満

足する試作品を導入することとなった。

以上のことから、２００７年１１月、１）～４）を一定

区間に施工する社会実験を行い、その効果や問題点

を把握することとなった。

●社会実験の評価と最終提案

一般部については沿道居住者に対するアンケー

ト調査、カーブ勾配区間については地元住民によ

る走行実験を行い、次のような結果が得られた。

１）自動車利用者の評価は全体として若干低く

なったが、歩行者・自転車とのすれ違いの安

全性が若干改善された、速度を落として、注

意して運転するようになったなどの意見が寄

せられた。

２）自転車・徒歩通行者の評価は相対的に高く、

特に、ゆったりと通行できるようになり、自

転車・歩行者のすれ違いの安全を評価する意

見が多かった。

３）バス利用者は、バス待ちや乗降がしやすく

なったと評価した。

４）路面の舗装については、走行注意や減速行

動を促す効果が高いと評価した。

以上の結果を受け、ＷＧで最終提案をとりまと

め、２００７年１２月に協議会で了承され、今後、大型

車の通行規制を含めて管理者で詳細計画を立案す

ることとなった。

最終協議会では、口々に今後の状況観察の必要

性等の声が出されたものの、今までになかった笑

顔が印象的であった。
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これまでに、交通安全を中心に協働型まちづくり

の事例を紹介してきたが、これらに共通することは、

これらの活動を通じて地域コミュニティと行政との

確執さえも改善され、相互理解を深めることが可能

であると思われることである。言い換えれば、「要

望・苦情」と「言い訳」の繰り返しの中で巣くって

きた関係の悪化という悪循環を断ち切ることが、こ

れからの地域コミュニティと行政の協働を円滑に行

うための条件とも考えられる。さらに、このことか

ら、交通による安全や環境阻害といった問題を通し

て、まちづくり活動に発展することも期待される。

●参加型活動の現状と課題

しかしながら、このような活動は今や珍しいこ

とではない。世間では、いろいろな参加型の活動

が行われ、様々な媒体で報告されている。行政シ

ステムの面でも、そのような活動を後押しするた

めの法律や制度ができている。特に、交通バリア

フリーの基本構想を立案したり、あんしん歩行エ

リア事業で「ヒヤリハット」地図を作製したりす

る過程で、「タウンウオッチ」や「ワークショッ

プ」などの活動が導入されている。そこでは、お

年寄りや子どもにもその意味が説明されているの

か、わからないままにやらないといけないと思い

込んで、それ自身が目的化してしまって、本来の

目的や意図したことが忘れられていないか、とい

ったことが懸念される事例も少なくない。

「まちづくり」はその活動や地区や人によって

違っていて当然であり、むしろ、その場所や活動

に合った方法を考えることが大切になる。それだ

けに、自分たちの「やっていること」に意味があ

るのか、それが一般的にどう位置づけられている

のかを学習することに大きな意味がある。

問題なのは、紋切り型の活動に安心してしまい、

参加者個々の意見や意志が活動そのものに埋没し

てしまうことである。個々の意見を出し合い、時

にはそれらがぶつかりあって、それでも共通の目

的のために合意が形成されていく、そんなプロセ

ス自体も「協働型まちづくり」の大切な要素であ

ることを忘れてはならない。

●協働型活動の持続的発展に求められるもの

先に紹介したａ市Ｔ地区の活動では、参加者の

役割と分担すべき事柄が決まって、少しずつ実現

に向けて進み始めた頃、当初予定になかった大き

なプランが提案された。しかしながら、人事異動

などもあって、計画そのものが棚上げ状態になり、

結局、目に見える結果がないままに活動の終焉を

迎えた。活動そのものについては、経験を通して

満足を得たものの、目に見える成果も重要である。

満足は、できたことの大きさではなく、やってき

たことと、できたことそのもの自体にあることを

再認識させられた。むしろ、身の丈に合った活動

が、満足と持続のためのコツかもしれない。

また、ｏ市Ｅ地区の例では、リーダーの頑張り

が活動全体を活性化させているといっても過言で

はない。そこで、懸念されることは、再び、特定

のグループによる活動に逆戻りしないかというこ

とである。部会を牽引するサブリーダーの皆さん

の経験が、より幅広い層の人たちの共感を呼び、

さらに成長されることが、今後の活動の発展には

不可欠と考えられる。

結びに代えて………………………………

「人育ち　輪が広がる　まちづくり」

ところで、ｋ市Ｓ地区に関する後日談。２００６年秋、

テレビの「地区道路の交通安全」に関する番組で、

現町会長さんが「当時、町会が要望して、やっとこ

れができたそうです。地元では好評ですよ。」と仰っ

ていた。「要望ではなく、みんなが力を合わせて実現

した」という一番大切な部分が抜け落ちていた。正

直唖然とした。しかし、そのような少しの落胆をバ

ネに、改めて、経験の伝承が大切であり、そのため

の人を育てることの重要性を実証できたことを幸い

としよう。

エピローグ

相互学習による市民協働の交通まち
づくりの実現と課題
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